
いぶすきフットボールパーク 使用申請の流れ Ｒ８．４～

※使用日の１ケ月前になりますと、使用料が全額発生します。

 
※使用日の１ケ月前になりますと、使用料が全額発生します。

大会・合宿での使用（前年から予約する場合） 大会・合宿での使用（空いてる日程を予約する場合）

「使用計画書」・「大会要項」・「組合せ案」の提出 空き状況の確認
電話または窓口，ホームページで空き状況を確認してください。

申請書及び大会・合宿計画書の提出

利 用 調 整 ※申請書の提出をもって予約完了となります。
 １月予定（次年度利用分）

組合せ提出
通 知 使用日の２週間前までに組合せを提出してください。

管理者から使用者へ調整後の状況を連絡します。 提出いただけない場合，使用をお断りすることがあります。
※申請時点から大幅に変更がある場合は，次回以降の利用を制限させていただきます。

申請書及び大会・合宿計画書の提出
窓口，メール，FAXのいずれかで「体育施設使用許可申請書」と「大会・合宿計画書」を提出してください。 使用料納付

※申請書の提出をもって予約完了となります。  使用する際に事務所にて使用料を納付してください。

組合せ提出
使用日の２週間前までに組合せを提出してください。

提出いただけない場合，使用をお断りすることがあります。
※申請時点から大幅に変更がある場合は，次回以降の利用を制限させていただきます。

空き状況の確認
電話または窓口で空き状況を確認してください。

使用料納付
 使用する際に事務所にて使用料を納付してください。

申請書提出
窓口，メール，FAXのいずれかで「体育施設使用許可申請書」を提出してください。
※メールでの提出については土日祝日を除く平日の9:00～17:00のみの受付となります。

使用する日の２週間前から受け付けます。
※申請書の提出をもって予約完了となります。

使用料納付
 使用する際に事務所にて使用料を納付してください。

 決められた日までに「使用計画書」・「大会要項」・「組合せ案」を郵送・持参・メール・Ｆ
ＡＸのいずれかでいぶすきフットボールパークへ提出してください。
 ただし，メール・ＦＡＸの場合は，必ず送信した旨電話で連絡してください。
※メールでの提出については土日祝日を除く平日の9:00～17:00のみの受付となります。

窓口，メール，FAXのいずれかで「体育施設使用許可申請書」と「大会・合宿計画書」を提
出してください。

一 般 使 用（２週間以内の予約）

〒８９１－０４０４
指宿市東方８７９０番地１
（いぶすきフットボールパーククラブハウス内）
指宿市農水商工観光部スポーツ振興課
 ＴＥＬ ０９９３－２７－０２０３
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